
長野県森林づくり指針（案）の概要

◆ 森林づくり指針は、長野県ふるさとの森林づくり条例第９条の規定により、県の森林づくりに関する
基本的な展開方向を定めるものです。

◆ 今回の策定は、国の「森林・林業再生プラン」の策定(H21.12月)や野生鳥獣被害の深刻化等、森林・林
業を取り巻く昨今の情勢変化に的確に対応するため、平成17年に策定したものを改定したものです。

◆ 特に、これまで育ててきた多くの森林が木材として使える時代を迎えることから、木材利用と関連産業
の強化が、今回の指針の大きな特徴です。

◆ 概ね100年先の本県の森林のあるべき姿と、それを実現するための方向性を示しており、それらを見据
えて今後10年間に行う県の施策の基本的な展開方向を定めています。

森林づくり指針

計画期間：平成23年度～平成32年度 （10年間）

指針の基本的な考え方 ～基本目標と基本方針～

基本目標： 森林を活かし 森林に生かされる 私たちの豊かな暮らし

基本方針： みんなで支える ふるさとの森林づくり
①みんなの暮らしを守る森林づくり
②木を活かした力強い産業づくり
③森林を支える豊かな地域づくり

基本目標を実現するため、基本方針に沿って「森林」、「林業・木材産業」及び森林を支える「地域」、
それぞれ３つの将来の姿を示します。

指針のめざす姿

森林の資源を持続的に、また、効率
的かつ安定的に利用していく体制が
整っています。

林業や木材産業は、その生産活動
により、健全な森林づくりに貢献しつ
つ循環型資源である木材を多くの人
に提供するとともに、山村地域を支え
る産業として発展しています。

地域の人をはじめとする多くの
人々が様々な形で森林に関わり利
用することで、森林が適正に管理さ
れるとともに、森林に関わる多様な
産業や交流が生まれ、地域に活力
が満ちています。

健全な森林が形成され、森林に
関わる産業が活発化することで、地
域社会が豊かに維持されています。

めざす林業・
木材産業の姿 めざす地域の姿

平成22年(2010年)11月
林務部 森林政策課 企画係
（課長）土屋邦彦 （担当）春日嘉広、千代 登
電話：026-235-7261（直通）

026-232-0111（代表）内線 3213
FAX：026-234-0330
E-mail：rinsei@pref.nagano.lg.jp

めざす森林の姿

適地適木を基本とした多様な林
齢・樹種からなる森林が形成されて
おり、資源の循環利用が期待される
森林からは持続的に豊かな資源が
供給されています。

防災や水源かん養など公益的な
機能が期待される森林は、その機
能が高度に発揮され、県民の暮らし
を守っています。

100年先 10年先 10年先
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指針のめざす姿と今後の取り組むべき方向（重点的な課題）

みんなの
暮らしを
守る

森林づくり

H23 H32 H122

●公益的機能の発揮をめざす森林づくり
針広混交林化の推進、災害に強い森林づくりの推進

●木材生産の高度化をめざす森林づくり
主伐・更新の促進による林齢の多様化

●森林の持つ多面的
な機能を持続的に発
揮
●多様な林齢・樹種か
らなる森林を形成
●針葉樹林、広葉樹
林、針広混交林をバラ
ンスよく配置

10年後 100年後

木を
活かした
力強い

産業づくり

森林を
支える
豊かな

地域づくり

めざす姿

●林業・木材産業が地
域を支える産業として
発展
●外材や他の素材等
から国産材への原料
転換が進み、カラマツ
をはじめとする県産材
を様々な用途に利用

めざす姿

H32の素材生産目標
750千ｍ3/年（H21の2.5倍）

10年間の間伐目標：184千ha

●森林資源・森林空間
の多面的利活用により、
多様な産業や交流が
生まれ地域が活性化
●地域力の発揮により、
地域社会が豊かに維
持

めざす姿●森林の適正管理のための
仕組みづくり、人づくり

●交流を軸とした地域の活性化

●野生鳥獣による農林業被害対策

H23 H32 H12210年後 100年後

10年後

10年後

100年後

重視すべき機能に応じた森林づくり

面積比率（広葉樹：針葉樹） 4:6（現状）→6:4（50年後）

●地域の合意形成
●実効性の高い森林計画の策定
●適切な森林整備の推進

10年間の作業路等整備：1,600km

H32の県産材製材品出荷目標
237千ｍ3/年（H21の2倍）

●安定的な原木・製品供給体制整備
●公共事業、住宅、バイオマス等、
木材需要の拡大

森林(もり)の里親契約目標
32市町村(H21) → 50市町村(H32)

ニホンジカ生息頭数の目標
62千頭(H18) →10千頭(最終目標)

●競争力のある林業の構築
施業集約化、高密度路網整備、
機械化、担い手育成



今後の森林づくりを進めるにあたっては、複数ある森林の機能のうち、最も重視される機能に応じて、
「公益的機能の発揮をめざす森林づくり」と「木材生産の高度化をめざす森林づくり」の２つに区分して、
それぞれの目的に応じた最も効率的かつ効果的な森林づくりを進めます。

これからの森林づくりの方向性

針広混交林、広葉樹林等

針葉樹人工林

今後10年間、木材の生産から利用までの過程において、そのボトルネックを解消することにより、林業・
木材産業の活動を活発化させます。

力強い林業・木材産業の実現に向けて

ボトルネック

間伐ができない 生産コストが高い 製材工場がない 県産材需要の減少

施業の集約化等 路網整備・機械化等 加工流通体制整備等 需要の拡大等

利益の還元

加工流通が非効率間伐が進まない

長野県の
民有林

６６１千ha

人工林
３２９千ha

天然林
３３２千ha

木材生産の高度化をめざす森林づくり

１３２千ha
低コストな利用間伐の他、主伐も取り入れて、

効率的に木材生産を行う森林づくりを進めます。
（長伐期化、林齢の多様化等）

公益的機能の発揮をめざす森林づくり

５２９千ha
山地災害防止や水源かん養等、森林の公益的

機能の高度発揮に資する森林づくりを進めます。
（針広混交林化、天然林保全等）

木材生産の高度化に適さない
人工林は、針広混交林化等、公
益的機能の発揮のための整備
を進めます。

１９７千ha
※立木地のみの数値



今後10年間、森林の管理・経営等を持続的に行っていくための地域の仕組みづくり・人づくりを進めると
ともに、様々な森林資源や地域資源を有効に活用して地域外の多くの人々との交流を生み出すことで、地域
の活性化を図ります。
また、地域の主要な産業である農林業を守るため、野生鳥獣の農林業被害対策などの取組を進めます。

森林を支える豊かな地域づくりに向けて

様々な森林資源を活かした地域づくり

もの
情報

資金

ひと

森林資源
の多面的
な活用 地域リーダーの

育成を推進

様々な支援
制度の活用

地域づくり
に係る先進
情報の発信

森林の適正な管理

山村の産業の再生

国民・県民の豊かな暮らし

活力に満ちた魅力ある地域
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様々な交流（新たな観光） 景観・資源
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